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「土壌汚染対策法」が2002年（平成14年）5月に制定され、2003年2月に施行されました。

土壌汚染状況調査の対象となる土地は？
調査の実施主体は－土地所有者等（土地所有者・管理者・占有者）が行う－

［４条調査］

［３条調査］

【　株式会社サイエンスは指定調査機関です（指定番号　環2003-1-520）】

指定調査機関が調査する

土壌・地下水汚染調査

　土壌汚染対策法の目的は、「土壌の特定有害物質による汚染状況を把握することと、
その汚染による人の健康にかかる被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚
染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」としている。

①特定有害物質を扱っていたことがある
工場（水質汚濁防止法の特定施設）が廃
止された土地

　＊施設の使用等を廃止した日であり、廃止
届けの提出日ではないことに注意が必要！

②知事が土壌汚染によって人
の健康に被害が及ぶおそれが
あると認めた土地

土壌溶出量・含有量調査
土壌試料採取

土壌ガス調査

土壌ガスの採取

ポータブルガスクロマ
トグラフによる現位置
での土壌ガス分析



土壌汚染状況調査の流れは？
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　　　　　　　　　　　　地下水基準超過
　　　　　　　　　　　②土壌溶出量基準、土壌含有量基準超過　
①②のとき、単位区画の区域を、汚染状態にある土地とみなす。
⇒100㎡が最小単位としてとらえる。

（実施予定日）

（実施予定日）
　　　　　月　　　　日

（実施予定日）

農薬等
（第3種特定有害物質）

土壌溶出量調査及
び土壌含有量調査

　　　　　月　　　　日

（実施予定日）
　　　　　月　　　　日

※以上の調査で①土壌ガス調査において気体から調査対象物質検出、
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土壌ガス
（地下水）調査

土壌溶出量調査

100㎡単位で調査 900㎡単位で調査

汚染のおそれなし

調査概要（法第３条）

例）グランドなど

汚染のおそれ少ない

例）事務所など

汚染のおそれあり

例）特定施設跡地

（水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止の土地を次の区分に分類）

資料等調査（規則３）

サンプリング、分析（規則5）

重金属等
（第２種特定有害物

質）

揮発性有機化合物
（第１種特定有害物

質）

土壌ガス検出→ボーリング調査（規則７）

調査結果の評価（規則８）

調査結果の県知事（市長）への報告（法３）

30m格子内の範囲確定（規則６）

区画の選定（規則4）



指定区域の指定に関する基準（法第５条） 　

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

0.01㎎以下

0.05㎎以下

0.01㎎以下

0.02㎎以下

0.04㎎以下

1㎎以下

検液1㍑につき

0.01㎎以下

0.006㎎以下

0.03㎎以下

0.01㎎以下

0.01㎎以下

0.02㎎以下検液1㍑につき

検液1㍑につき

　検液中に検出されないこと

検液1㍑につき

　検液中に検出されないこと

　検液中に検出されないこと

検液1㍑につき

1㎎以下

0.006㎎以下

0.003㎎以下

0.02㎎以下

1.3-ジクロロプロペン

カドミウム

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

　検液中に検出されないこと

検液1㍑につき

検液1㍑につき

0.0005㎎以下

0.01㎎以下

鉛

六価クロム

砒素

総水銀
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（重金属
等）

第3種特
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等）

シアン

ＰＣＢ

チウラム

シマジン

アルキル水銀

セレン

ふっ素

ほう素

　

4000㎎/kg

150㎎/kg

250㎎/kg

150㎎/kg

15㎎/kg

150㎎/kg

4000㎎/kg

0.004㎎以下

0.8㎎以下

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

検液1㍑につき

1.2-ジクロロエタン

1.1-ジクロロエチレン

土壌溶出基準土壌含有基準

特定物質（法第２条） 　　　地下水の摂取によるリスクの

　　　観点からの基準

0.02㎎以下

0.002㎎以下

直接摂取によるリス

150㎎/kg

50㎎/kg（遊離シアンとして）

ベンゼン

クの観点からの基準

チオベンカルブ

有機燐

土壌汚染対策法で対象となる物質（特定有害物質）とその基準（指定基準）は？

第1種特
定有害物
質
（揮発性
有機化合
物）

シス-1.2-ジクロロエチレン

1.1.1-トリクロロエタン

1.1.2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

テトラクロロエチレン




